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１．下水道関係予算の概要

下水道事業においては、

• 「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針)、「新しい資本主義のグランドデ
ザイン及び実行計画」、「国土強靱化基本計画」、「防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策」

• 「国民の安全・安心の確保」、「持続的な経済成長の実現」、「豊かで活力ある地方の
形成と多核連携型の国づくり」（国土交通省の基本方針）

• 「流域治水関連法の整備（下水道法、水防法などの改正、 R3.5.10公布）」

• 「新下水道ビジョン」、「新下水道ビジョン加速戦略」

• 「下水道政策研究委員会制度小委員会 報告書」

• 「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 報告書」
等を踏まえ、以下の施策を推進

令和５年度予算の基本的な方針について

安全・安心の確保 ～ 国土強靱化の推進 ～

• ［公 共］ 下水道浸水被害軽減総合事業の拡充 p.5 
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浸水対策

地震・津波対策

 令和3年8月、令和4年7月・8月の大雨等による浸水被害が頻発する中、流域治水の考え方も踏
まえ、事前防災の観点も含めたハード・ソフト一体的な浸水対策を推進

 都市浸水対策の強化のため、下水道浸水被害軽減総合事業の対象に、特定都市河川流域に指
定された地区を追加するとともに、当該地区での雨水貯留浸透施設の整備をさらに推進

 大規模地震等による下水道施設の被害の発生に備え、避難所対策や重要道路の機能確保等の
観点から、下水道総合地震対策事業を延伸するとともに、帰宅困難者受入れ施設に係る管路を
同事業の交付対象に追加し、引き続きハード・ソフト一体的な地震対策を推進

 大規模災害に備え、下水処理機能の確保に必要な広域的支援に関する体制の構築を支援

快適な生活環境・水環境の向上 ～ 潤いのある地域づくり ～

 令和８年度までの汚水処理施設の概成に向けて、未普及対策を推進

 下水道整備の加速化を図る地方公共団体を重点的に支援

未普及対策

公共用水域の水質保全

 閉鎖性水域における高度処理等、公共用水域の水質保全を推進するとともに、合流式下水道に
ついては令和５年度における対策の完了に向け、計画的な取組を推進

• ［公 共］ 下水道総合地震対策事業の延伸・拡充 p.5

• ［公 共］ 下水道広域的災害対応支援事業の創設 p.6



下水道事業の持続・成長 ～ 次世代を支える下水道の推進 ～
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• ［行政経費］ 下水道分野における強靱化・グリーン化推進経費 p.8

 人口減少、ストックの増大などの課題に対応し、下水道事業の持続性を向上させるため、下水道
共通プラットフォームによる台帳電子化の推進などにより、ＤＸを推進

 下水道 DX の加速化を目的に、 「AIによる下水処理場運転操作DX検討会」を設置し、水処理運
転操作等へのAI導入の効果や導入モデル、必要な環境整備や支援策等を検討

DX（デジタル・トランスフォーメーション）

 下水道分野の国際展開を図るため、政府間会議の開催、対象国における法制度や基準等の整
備支援、本邦技術の国際規格への組み入れ、海外における実証試験等を推進

下水道分野の国際展開の推進

• ［行政経費］ 下水道分野の水ビジネス国際展開経費 p.8

• ［行政経費］ 官民連携による海外インフラ展開の推進 p.8

脱炭素化の推進（創エネ・省エネ等の推進）

 「グリーンイノベーション下水道」の実現に向けて、温室効果ガス削減に関する地方公共団体実行
計画の策定等に必要となる調査や検討を支援する「下水道温室効果ガス削減推進事業」を創設

 「カーボンニュートラル地域モデル処理場計画」に位置付けられた取組を重点的に支援

 国が主体となり、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行う下水道革新的技術実証事
業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）により、脱炭素化に資する技術の開発・実装を促進

• ［公 共］ 下水道温室効果ガス削減推進事業の創設 p.6 

• ［B - D A S H ］ 汚泥付加価値向上のための超高温炭化技術 p.7

• ［行 政 経 費 ］ 下水道分野における強靱化・グリーン化推進経費 p.8

老朽化対策

 老朽化施設の増大に伴う事故発生や機能停止を未然に防止するため、施設の重要度等を踏ま
えた効率的な施設の点検・調査や、劣化度等を踏まえた計画的な改築等を行うストックマネジメン
トの取組を推進

広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化

 人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化、管理体制の脆弱化等の課題に対応するた
め、汚水処理施設全体の広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化を推進

 広域化・共同化について、モデル地域を対象とした新たな事業可能性や計画実行策を検討

 PPP/PFIの導入をさらに推進するため、コンセッション事業に含まれる下水道施設の整備・改築事
業に対し、社会資本整備総合交付金等を重点配分

• ［公 共］ 社会資本整備総合交付金等 重点配分項目の見直し p.6

• ［行政経費］ 下水道の広域化・共同化推進に向けた検討・支援経費 p.8

下水汚泥資源の肥料利用の促進

 肥料の国産化・安定供給を図るべく、下水汚泥の肥料利用に関する汚泥肥料の成分・効果検証
や流通経路・需要の確保等に向けた関係者のマッチングなど、案件形成支援や環境整備を実施

 国が主体となり、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行う下水道革新的技術実証事
業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）により、下水汚泥資源の肥料利用に資する技術の開発・実装を促進

• ［B - D A S H ］ 発酵熱を利用した効率的なコンポスト化技術 p.7

• ［行 政 経 費 ］ 下水汚泥の農業利用促進に向けた検討・支援経費 p.8



Ⅰ．物価高騰・賃上げへの取組

2．エネルギー・食料品等の危機に強い経済構造への転換

○下水汚泥の肥料利用の推進（社会資本整備総合交付金等、下水道事業調査費） 2,979百万円

喫緊の課題である食料品の物価高騰に緊急に対応していくため、肥料の国産化・安定供給を図るべく、地方公
共団体による下水汚泥のコンポスト化施設整備や肥料利用促進のための案件形成を支援するとともに、汚泥処
理プロセスからのリン回収に関する実証事業を行う。

令和４年度第２次補正予算 （令和4年12月2日成立）令和４年度第２次補正予算 （令和4年12月2日成立）

※予算額は国費ベース

Ⅲ．新しい資本主義の加速

2．成長分野における大胆な投資の促進

○インフラ、交通、物流等の分野におけるＧＸの推進（下水道事業費補助） 2,021百万円

国際的な脱炭素化及び気候変動への適応を促進するため、洋上風力発電のための基地港湾の整備等による
カーボンニュートラルポートの形成や、下水道事業者による創エネ施設の導入の支援、物流効率化を図る取組
や物流施設における再エネ関連施設の一体的な整備支援、まちづくりにおける再エネ施設の導入支援等を実施。

Ⅳ．防災・減災、国土強靱化の推進、外交・安全保障環境の変化への対応など、国民の安全・安心の確保

１．防災・減災、国土強靱化の推進

○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進（下水道防災事業費補助）

3,057百万円

気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治
水」を推進し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を一層加速化するとともに、本年に発生した大雨等による浸水
被害等を踏まえ、新たに取り組む必要が生じた対策も推進。

○地域における防災・減災、国土強靱化の推進（防災・安全交付金等） 302,503百万円の内数

地域における防災・減災、国土強靱化を推進するため、地方公共団体の取組について重点的な支援を実施。

社会資本整備総合交付金・防災安全交付金（国費 465百万円）

• 地方公共団体による下水処理場内への
汚泥コンポスト化施設等の整備を支援

下水道事業調査費（国費 2,514百万円）

• 肥料利用を促進するための大規模案件形成

汚泥の肥料利用を新たに検討または拡大を目指す自治体に対して、農
水省と連携し、汚泥肥料の重金属等成分・効果の検証や汚泥肥料の流
通経路の確保等に向けたマッチングなどの大規模案件形成を実施

• 汚泥処理プロセスからのリン回収に関する実証事業

地方公共団体の下水道施設において、国が主体となって、リン回収に
関する実規模レベルの施設を設置し、技術開発・普及を推進

汚泥コンポスト化施設

リン回収施設

＜実規模実証＞

① 消化汚泥から効率的にリンを回収する技術 （上限額：7.5億円）

② MAP※により脱水ろ液から効率的にリンを回収する技術 （上限額：7.5億円）

③ MAP※以外で脱水ろ液から効率的にリンを回収する技術 （上限額：7.5億円）

＜FS調査＞

下水汚泥焼却灰の肥料化技術 （上限額：5千万円）
※MAP：リン酸マグネシウムアンモニウム六水和物の略称（マグネシウム源を添加してリンをMAPとして回収）

下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト*）：令和４年度補正新規実証事業
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*  B-DASHプロジェクト：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project



対前年度
倍    率

（A） （A/B） （B）

884,019 1.00 880,636

1,671,083 1.00 1,665,986

397,584 1.00 398,783

730,657 1.00 729,932

109,681 1.18 93,330
77,295 1.26 61,359
32,386 1.01 31,971

1,380,489 0.99 1,397,301
549,190 0.94 581,731
831,299 1.02 815,570

5,173,513 1.00 5,165,968

19,542 0.78 25,177

5,193,055 1.00 5,191,145

57,191 1.01 56,900

5,250,246 1.00 5,248,045

46,714 1.09 43,024
574,390 1.03 559,739

5,871,350 1.00 5,850,808

災 害 復 旧 等

公 共 事 業 関 係 計

そ の 他 施 設
行 政 経 費

　合　　　　　　　　　　　　　計　

一 般 公 共 事 業 計

公 園 水 道 廃 棄 物 処 理 等
下 水 道
国 営 公 園 等

社 会 資 本 総 合 整 備
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金
防 災 ・ 安 全 交 付 金

小 計

推 進 費 等

道 路 整 備

港 湾 空 港 鉄 道 等

住 宅 都 市 環 境 整 備

治 山 治 水

事　　　　項 令　和　５　年　度 前　　年　　度

区 分 令和５年度予算額 令和４年度予算額
対前年度

倍率

下水道防災事業費補助
• 大規模な雨水処理施設の計画的な整備や適切な機能確保、

河川事業と一体的に実施する浸水対策事業への支援等

66,451 52,448 1.27

下水道事業費補助
• 温室効果ガス削減に資する事業等やPPP/PFI手法等を活用した

事業、日本下水道事業団による代行事業への支援等

7,101 5,165 1.37

下水道事業調査費等
• 国が自ら行う技術実証事業等

3,743 3,746 1.00

合 計 77,295 61,359 1.26

令和５年度国土交通省関係予算概要

令和５年度国土交通省関係予算総括表

１．社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金について下水道事業に係る費用はこの内数。
２．本表のほか、デジタル庁一括計上分として32,444百万円がある。
３．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）40,087百万円がある。

国費（単位：百万円）

下水道防災事業費補助、下水道事業費補助、下水道事業調査費等
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国費（単位：百万円）

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

 地方公共団体が行う社会資本整備について、基幹的な事業や関連する社会資本整備、効果を促進する事
業等を一体的に支援する経費として計上

 防災・安全交付金により、「防災・安全」に対して重点的な支援を実施。
下水道事業においては、主に①地震対策、②浸水対策、③老朽化対策、④合流改善対策 を支援



（１）下水道総合地震対策事業の延伸・拡充（１）下水道総合地震対策事業の延伸・拡充
≪防災・安全交付金≫

 国土強靱化に向けて、広範囲に整備

された下水道施設の地震対策を推

進するには継続的な支援が必要

 大規模地震発生時においても、公衆

衛生の確保や浸水の防除、トイレ使

用の確保等を図るために、下水道の

最低限の機能確保が重要

背景

 下水道総合地震対策事業の延伸
（令和５年度から5年間）

 帰宅困難者受入れ施設（一時滞在
施設）に係る下水管路の耐震化を交
付対象に追加

 マンホールトイレに関する交付対象の
拡充（対象施設数の上限撤廃、対象
施設の敷地面積の要件緩和等）

概要
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２．新規事項

下水道総合地震対策事業の拡充イメージ

マンホールトイレ

（２）下水道浸水被害軽減総合事業の拡充（２）下水道浸水被害軽減総合事業の拡充
≪防災・安全交付金≫

 気候変動による降雨量の増大により全国
各地で内水被害が発生

 特定都市河川流域では、河川整備のみ
による浸水被害防止が困難なことから、
従来の排水ポンプ等による排水を中心と
した対策に加え、雨水貯留浸透施設のさ
らなる整備による流出抑制対策が必要

背景

 下水道浸水被害軽減総合事業の対象
エリアの要件に特定都市河川流域を追
加（下水道管理者等による貯留施設の
整備やソフト対策等の充実）

 加えて、特定都市河川流域における下
水道管理者による雨水貯留浸透施設の
整備について、交付対象となる施設規模
要件を緩和

概要

下水道浸水被害軽減総合事業の拡充イメージ

下水道浸水被害軽減総合事業の交付対象

上記のうち、拡充する交付対象

拡充内容

• 特定都市河川流域に指定された地区を対象要件に追加

• 特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設の交付対象を拡大
（下水排除面積によらず事業の対象とする）

拡充内容

• 帰宅困難者受入れ施設（一時滞在施設）
に係る管路の耐震化を交付対象に追加

• マンホールトイレに関する交付対象の拡充



（５）社会資本整備総合交付金等 重点配分項目の見直し（５）社会資本整備総合交付金等 重点配分項目の見直し

（４）下水道温室効果ガス削減推進事業の創設（４）下水道温室効果ガス削減推進事業の創設
≪社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金≫

 地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団
体実行計画において下水道施策が位置づけ
られている自治体は一部に留まっている

 中小自治体等においては、新たな調査や計
画策定の実施は負担となり、効率的な対策
が進まないおそれ

 現状の処理方法、GHG排出状況を把握し、
運転方法の変更などの対策を講じることによ
り、効率的にGHGを削減することが可能

背景

 下水道温室効果ガス削減推進事業を創設
し、以下を支援（補助率：１／２）

− 地方公共団体実行計画の策定・改訂に
必要な調査・検討

− 温室効果ガス削減に必要な運転方法の
変更のための計測機器・制御装置設置

概要

社会資本整備総合交付金等の重点配分項目に以下事業を追加

下水汚泥の肥料利用の取組を推進するため追加的に必要となる下水道事業（社会資本整備総合交付金）

コンセッション事業に含まれる下水道施設の設置・改築（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

「カーボンニュートラル地域モデル処理場計画※」に位置付けられた事業（防災・安全交付金）

概要

≪社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金≫

（３）下水道広域的災害対応支援事業の創設（３）下水道広域的災害対応支援事業の創設
≪下水道防災事業費補助≫

 全国の技術職員が減少傾向にあり、財政

状況も厳しい中、大規模災害に対してより

広範囲に施設被害が発生した際、地方公

共団体が単独で対応することは困難

 下水道施設の早期復旧のために必要とな

る下水道特有の資機材を、各地方公共団

体が独自に配備するのは負担が大きい

背景

 大規模災害時の地方公共団体の枠を超

えた広域的な支援を目的として、下水道

機能の確保に必要な施設整備等を支援

する「下水道広域的災害対応支援事業」

を創設（補助率：１／２）

概要

A県

各市町が個別に施設整備・設備の配備を行うのは負担大

現状

下水道広域的災害対応支援事業による支援イメージ

B市

P
C市

P
D町

P

広域的な支援を目的に、都道府県等が下水道機能の確保に
必要な施設整備・設備の配備を予め行い、被災した地方公共団体を支援

B市 C市 D町

高揚程ポンプ災害時対応型水処理施設

A県

地方公共団体実行計画の策定に必要な調査検討

 目指すべき目標値と達成に向けた取組を地方公共団体実
行計画に位置付けることで、計画的な取組を実施

目標・取組の例：2030年までに下水道からのGHG排出量を〇〇t-CO2削減 等

汚泥消化施設の導入によるバイオガス発電
（〇〇〇〇t-CO2削減）

超微細散気装置導入による省エネ化
（〇〇〇t-CO2削減）

ＧＨＧ削減に必要な運転方法変更等のための計測機器・制御装置設置

 水質や消費電力量等のデータ把握による運転方法変更に
より、効率的に温室効果ガスを削減

下水処理の必要空気量は、
水量だけでなく水質等によって決まる

ため、詳細な水質データに応じた
運転により送風量の削減が可能

-6-

※p.16参照



 下水道における重要な課題の解決のためには、効率的かつ効果的な新技術の導入促進が重要

 国が主体となった革新的技術の実証及びガイドライン化により、各地方公共団体での導入を促進

 炭化炉で発生する超高温の排ガスを活用して炭化することで、付加価値の高い活性炭代替材等
を生成し、採算性を向上するとともに、廃熱回収・利用により、温室効果ガス削減を実現する技術

*  B-DASHプロジェクト：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project

従来 今回

３．下水道事業調査費

下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト*）：令和５年度新規実証事業下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト*）：令和５年度新規実証事業

（例）

 畜糞のコンポスト化で用いられている「発酵・乾燥一体化技術」により、低LCCかつ低GHG排出で
下水汚泥のコンポスト化を実現する技術

従来 今回

• コンポスト化に30～100日必要

• 外気温の影響を大きく受けるため、
運転管理に経験が必要

• 処理過程で発生する臭気が課題

（例）

密閉発酵槽による発酵・乾燥一体化技術

高温炭化技術

• コンポスト化に必要な日数を大幅に短縮

• 密閉槽により臭気を外に漏らさないことが可能

• 発酵熱活用により、乾燥に必要な燃料・GHG
排出量を削減

• （従来の乾燥汚泥に比べて）
発酵により土壌改良効果が向上

超高温炭化技術

• 燃料使用に伴うGHG排出量が多い

• 炭化物が低価格でしか販売できず、
採算性が課題

超高温炭化物

• 廃熱利用により燃料・GHG排出量削減

• 炭化物が高価格の活性炭代替材として
活用可能であり、採算性を向上

• 活性炭代替により、活性炭製造に係るGHG削減

乾燥による肥料化技術
（燃料による加熱乾燥方式）

汚泥

（炭化温度1000℃以上）

汚泥
鋼製キルン（炭化温度800℃）

排ガス処理室
（1000℃以上）

排ガス
廃熱回収
・利用

（活性炭代替として活用可能）

炭化物

断熱気密構造
（発酵熱を閉じ込め
乾燥汚泥を生成）

原料（下水汚泥等）

コンポスト

コンポスト化技術
（切り返し方式）

脱炭素化に資する下水汚泥の利活用技術の実証

超高温の排ガスを炭化に活用

• 燃料使用に伴うGHG排出量が多い

① 発酵熱を利用した効率的なコンポスト化技術

② 汚泥付加価値向上のための超高温炭化技術
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①下水汚泥の農業利用促進に向けた検討・支援経費（新規） 【18百万円】

４．行政経費
【 】内は予算額（国費）

農業利用促進に向けた取組のイメージ

②下水道の広域化・共同化推進に向けた検討・支援経費（新規）【17百万円】

 広域化・共同化について、モデル地域を対象とした新たな事業可能性の検証や計画実行策の検討

を行い、その知見を広く全国に共有することにより、広域化・共同化をさらに促進し、下水道事業の持

続可能性の向上に寄与する。あわせて、上記モデル地域等の先進事例のノウハウを共有するととも

に、広域化・共同化の事業化にあたっての課題を把握し、課題に対する施策を検討する。

③下水道分野の水ビジネス国際展開経費（継続） 【106百万円】

官民連携による海外インフラ展開の推進（継続） 【31百万円】

 下水道分野における海外展開を推進するために、本邦下水道技術の普及方策について検討すると

ともに、地方公共団体等との知見の共有や国際標準化プロセスへの参画等を行う。さらに、相手国

のニーズを踏まえながら、本邦下水道技術の現地での実証試験を支援するとともに、当該技術等を

対象に、現地の基準・指針等への組み入れを実施する。

④下水道分野における強靭化・グリーン化推進経費（継続） 【29百万円】

 下水道におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の促進により、施設の強靱化に資する管理の

高度化・効率化や省エネ・創エネによる脱炭素化を実現するため、デジタルデータやＩＣＴ活用に関

するニーズ調査や先進的な取組の実証等を行うとともに、アドバイザー派遣により案件形成支援を

行う。

 下水汚泥のさらなる農業分野での利用促進に

向け、現状や課題、脱炭素化への効果等の整

理・検討を行い、肥料利用を促進するための環

境整備を行う。また、事業の状況や地域によっ

て多様な取組が想定されることを踏まえ、案件

形成支援を進めるとともに、先進的な取組事例

を収集・整理し、水平展開を行う。
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・地方創生道整備推進交付金
・地方創生汚水処理施設整備推進交付金
・地方創生港整備推進交付金

地方創生整備推進交付金

・ソフト施策

デジタル田園都市国家構想交付金

制度フレーム 交付対象（下水道）

地域再生法に基づき認定を受けた地域再生計画
に記載された、公共下水道、集落排水施設、浄
化槽のうち２以上の施設の総合的な整備を支援

令和５年度予算額

デジタル田園都市国家構想交付金

1,000億円（令和４年度当初1,000億円）の内数

注1) 地方創生汚水処理施設整備推進交付金はこの内数 ※内閣府計上

注2) R4当初予算は地方創生関連の交付金の金額

 令和４年度第2次補正予算において、デジタル田園都市国家構想推進交付金が創設され、地方創生
関連の交付金が「デジタル田園都市国家構想交付金」として一本化

 汚水処理施設の整備は、引き続き、上記交付金の一部として「地方創生汚水処理施設整備推進交付
金」により推進

 下水道事業関連で、環境省によるエネルギー対策特別会計における予算支援の活用も可能

事業名 事業内容 補助率

脱炭素先行
地域づくり事業

• 脱炭素先行地域に選定されている自治体において、再エネ設備や基
盤インフラ設備（蓄電池、自営線等）の導入、これらと一体となってそ
の効果を高めるために実施するソフト事業を支援

原則２／３

重点対策
加速化事業

• 再エネ発電設備の一定以上（都道府県・指定都市・中核市：1MW以上、
その他の市町村：0.5MW以上）の導入を要件に、屋根置きなど自家消
費型の太陽光発電などの重点対策を複合的に実施する事業を支援

２／３～１／３
（もしくは定額）

上下水道施設の
省CO2改修支援事業

• 上下水道・ダム施設における発電設備等の再エネ設備、高効率設備
やインバータ等の省エネ設備等の導入・改修を支援

１／２（太陽光発電
設備のみ１／３）

５．その他

地方創生汚水処理施設整備推進交付金

エネルギー対策特別会計における下水道関係事業

 災害の発生予防又は被害拡大防止を目的として実施される地方単独事業を対象とした地方財政措置
（令和３年度～令和７年度）

 下水道事業では、雨水公共下水道、都市下水路及び公共下水道（管渠を除く浸水対策）が対象

緊急自然災害防止対策事業債

 事務を共同で処理する際に必要なシステム整備について、下水道事業債（広域化・共同化分）の対象

に追加（令和５年度～）

 都道府県が行う更なる調査・検討に必要な経費について普通交付税措置（令和５年度～）

広域化・共同化に係る地方財政措置

 公営企業の脱炭素化の取組を計画的に実施するための地方財政措置の拡充（令和５～７年度）

 バイオガス発電、肥料化施設の導入や高温焼却施設への更新等を新たに対象に加え、地方負担額の
1/2に充当した上で、元利償還金の全額を一般会計からの繰出しの対象とし、その50%について普通交
付税措置

下水道事業債（脱炭素化推進事業）



②河川等から下水道への逆流を防止するために設けられ
る樋門等の開閉に係る操作ルールの策定を義務付け

⇒ 河川等から市街地への逆流を確実に防止

１．下水道法等改正（流域治水関連法の整備）について

【参考】

① 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨（計画降雨）を、下水道管理者が
定める事業計画に位置付け、施設整備の目標を明確化

⇒ 雨水貯留管等の下水道施設の整備を加速

雨水貯留浸透施設

雨水貯留浸透施設の整備イメージ

道路

下水道管渠

樋門による逆流防止のイメージ

ゲート
河川下水道 ×

氾濫をできるだけ防ぐための対策【下水道法】

③民間による雨水貯留浸透施設の整備計画の認定制度を
創設し、認定事業者に対して、国・地方公共団体か
らの補助、固定資産税の軽減、日本下水道事業団に
よる支援等を措置

⇒ 都市機能が相当程度集積し、下水道整備のみで
は浸水被害の防止を図ることが困難な区域におい
て、民間による雨水貯留浸透施設の整備を推進

④ 想定最大規模降雨によるハザード
マップ作成エリア（浸水想定区域）
を、現行の地下街を有する地域以
外の地域にも拡大

⇒ 下水道が雨水を排除できない
ことによる雨水出水について
も、リスク情報空白域を解消

被害を軽減するための対策【水防法】

●施行 ②④：R3.7.15 ①③→R3.11.1●公布：R3.5.10 

雨水貯留管

操作規則の策定状況（令和4年9月末時点）

 対象となる樋門・樋管2,679箇所のうち、
約８割で操作規則を策定済み

 操作規則の作成指針に即した操作規則
を策定済の箇所は約６割

 想定最大規模降雨による内水浸
水想定区域図については、下水道
による浸水対策を実施している
1,108団体のうち約１割が作成済
（作成目標：令和７年度末まで）

 なお約４割の団体については、
既往最大降雨等による内水浸水
想定区域図は作成済

内水浸水想定区域図の作成状況（令和4年9月末時点）
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 汚水処理人口普及率は90%を超えているが、未だ約930万人の未普及人口が存在
 令和８年度末までの概成を目指し、効率的な汚水処理施設整備を促進するため、都道府県構想の見

直しや重点配分等による未普及地域の早期解消を推進

工場製作型
極小規模処理施設

概成のための３つの方針

一括発注のメリット
・ 一括発注による経費の削減
・ 施工時期の平準化と施工品質の向上
・ 複数年度契約による事務手続の効率化

 クイックプロジェクトを活用した整備

クイック配管
（露出配管）

汚水処理施設整備の概成

人口減少や厳しい財政事情等を踏まえて、令和８年度末までの汚水処理施設の概成を目指した汚水処理
施設の整備に関するアクションプランの策定等の都道府県構想の見直しを、関係省庁と連名で要請（H26.1）

都道府県構想は、令和元年度末までにすべての都道府県で見直しが完了し、各市町村が策定したアクショ
ンプランに基づき、概成に向けて整備を推進中

令和３年１１月に、アクションプランの点検と、目標達成困難な場合には見直しを要請
平成30年度より、アクションプランに基づく未普及対策を社会資本整備総合交付金の重点配分対象にすると

ともに、令和４年度には下水道整備推進重点化事業を拡充するなど、汚水処理施設の概成に向け支援強化

 面整備における設計施工一括発注の採用
を促進• 安価で早く整備するための低コスト技術を導入

①下水道区域の徹底した見直し

②低コスト技術の採用 ③効率的な工事発注方法の採用

 下水道区域の見直しに当たっては、個別処理との経済性比較を基本とし、整備時期や地域住民の
意向等を考慮して真に必要な地域に限定

未普及対策の推進

※北海道苫前町等で採用 ※東京都檜原村等で採用

２．下水道に係る政策の概要

＜宮城県における見直し事例＞

• 下水道等の集合処理区域を約7,100ha
縮小し、残事業費を約731億円削減

とままえちょう ひのはらむら

【汚水処理人口普及率： 92.6％（令和３年度末）】
【下水道処理人口普及率： 80.6％（令和３年度末）】

（令和３年度末時点）

※18市町において、面整備における設計施工
一括発注の導入に向けた検討を実施。
うち、１０市町では既に着手済。

• 都道府県構想の見直しにより、
全国では、下水道等の集合処理区域の
残整備面積を約163,000ha縮小

東京23区の面積※の約2.5倍に相当
※東京23区の面積＝約62,000ha



地震対策の推進

 耐震化による「防災」と、被害最小化を図る「減災」とを組み合わせた総合的な地震対策を推進するため
の「下水道総合地震対策事業」や「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」、下水道BCP
の継続的な見直しなどにより地震対策を推進

※ ＢＣＰ（Business Continuity Plan）：業務継続計画

下水道施設の耐震化の推進 下水道ＢＣＰ※の策定

液状化によるマンホールの浮上 マンホールの液状化対策

マンホールと管の接続部を可とう化管渠の破断

被害例 対策

東日本大震災からの復旧・復興状況（福島再生の取組状況）東日本大震災からの復旧・復興状況（福島再生の取組状況）

 福島再生の取組については、住環境の整備に合わせて下水道施設の整備を実施

【災害時における主要な管渠及び処理場の機能確保率：管渠５５％、処理場４０％、ポンプ場３７％（令和３年度末）】

 令和4年度は福島再生加速化交付金によって、

5町で下水道事業を実施

（広野町、双葉町、大熊町、楢葉町、浪江町）

 帰還困難区域の解除に伴う住民の帰還状況を

踏まえ、駅周辺の整備に合わせた管渠の布設等

を行う。

ＪＲ双葉駅周辺の整備に合わせた管渠の布設

（福島県双葉町）
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＜マンホールトイレの特徴＞

 し尿を下水道管路に流下でき、衛生的
かつ臭気が少ない

 入口の段差がない洋式トイレのため、
高齢者・障害者等の使用が容易

 被災時においても、下水道が果たすべき

機能を迅速かつ高レベルで確保するため、

「下水道ＢＣＰ」の策定を推進

 令和元年度には、近年の災害で明らかと

なった課題を踏まえ、下水道ＢＣＰ策定マ

ニュアルを改訂し、水害時における下水道

機能確保や、広域・長期停電時における対

応についての内容を盛り込んだ上で、全て

の地方公共団体において見直しを実施

 令和4年度には、内閣府が大規模噴火の

降灰によるインフラ・ライフライン等への影

響を検討していることや、令和2年度以降

の水害等による下水道施設の被災から明

らかになった課題を踏まえ、下水道ＢＣＰ策

定マニュアルを改訂予定

ＢＣＰ（業務継続計画）のｲﾒｰｼﾞ

マンホールトイレの整備



 気候変動による水害リスクの増大に備えるため、下水道・河川管理者に加え、あらゆる関係者により流域全体
で行う治水（流域治水）への取組を推進

 流域治水の考え方を踏まえ、ハード・ソフトの両面から浸水対策に取り組み、安全で安心なまちづくりを実現

 水防法改正を受け、雨水出水浸水想定区域をできるだけ早期に指定するよう要請

※第５次社重点目標：最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成した団体数：約800団体（令和7年度）

 令和3年度までに、リスクの高い下水道施設の耐水化について、施設浸水深や対策箇所の優先順位等
を明らかにした耐水化計画を策定し、5年程度で受変電設備やポンプ設備等を耐水化することを要請

浸水対策の推進
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【都市浸水対策達成率： ６２％（令和３年度末）】
【最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成した団体数： １２２団体（令和４年９月末）】

全国の浸水被害の発生状況

【出典：水害統計より集計】
（H23～R2年の10年間の合計）

近年の内水被害状況等

 局地的な大雨の発生頻度の増加や、都市化の進展に伴う雨水の流出量
の増加に伴い、都市型の浸水被害（内水氾濫）のリスクが高まっている。

 雨水貯留浸透施設の積極的導入
 ポンプ施設の耐水化 など

効果的なハード対策

 内水ハザードマップの公表
 水位情報等のリアルタイム情報提供の促進

ソフト対策の強化

 浸水時の土のう設置
 自主避難 など

自助の促進

雨水貯留管（東京都） 貯留施設（福岡市） 耐水扉の設置
（広島県三原市）

沖縄県西原町（令和４年５月）

流域治水対策

下水道による総合的な浸水対策

１．計画・基準類の見直し
・気候変動による降雨量の増加を考慮した計画雨水量へ見直し

２．「流域治水」への転換
①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河川事業との連携及び地下空間を活用した大規模な雨水貯留
施設等の整備、個人・民間の雨水貯留浸透施設の活用や整備

・耐水化に係る技術的な基準を設定し、計画的に対策を推進

②被害対象を減少させるための対策
・重点的に整備を行う必要があると位置づけられた地区等に
おける施設の新規整備や老朽化施設の適切な機能確保、
樋門等の操作性の向上等による効果的な浸水被害の軽減

③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策
・想定最大規模の内水浸水想定区域の早期指定及び
指定対象外の下水道に係るハザード情報の公表

・多段的な浸水ハザード情報の作成・周知
・BCPの策定の推進
・関係者が連携し、既存の排水施設を活用した氾濫水の排水に
より浸水の早期解消を推進

■新たな水災害対策の具体策(下水道関連の主要施策)
気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申（令和２年７月）

「流域治水」のイメージ

下水道整備

地区計画

洪水氾濫等
による
被害額
69％

（約2.9兆円）

内水氾濫
による被害額
31％

（約1.3兆円）

長野県長野市（令和４年７月）



近年の豪雨災害による被害と対応について近年の豪雨災害による被害と対応について

内水氾濫による浸水被害の発生状況（令和4年7～9月の豪雨）

 内水氾濫による浸水被害が、31都道府県92市町村で発生

 内水被害による浸水戸数は全国で13,816戸 （令和4年12月5日現在）

○主な内水被害団体※

※ 被害戸数は、公共下水道、流域下水道、都市下水路による浸水対策を実施しているもしくは
実施予定の地方公共団体からの報告による（下水道区域内における内水被害に限る）。
なお、外水被害を含む場合があることから、今後変動することがある。

５か年加速化対策（下水道関係）の一覧

【参考】防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策 （令和２年12月11日閣議決定）

対策名 対策内容 中長期的な数値目標
目標設定時
（R元年度）

5年後の
達成目標
（R7年度）

流域治水
対策（下水道）

雨水排水施設等の整備により、近年浸水実
績がある地区等において、再度災害を防
止・軽減

浸水実績地区等（雨水排水施設の整備が必要な面積約
39万ha）における下水道による浸水対策達成率

約60% 約70%

下水道施設の
地震対策

耐震化により、防災拠点や感染症対策病院
等の重要施設に係る下水道管路や下水処
理場等において、感染症の蔓延を防ぐため
に下水の溢水リスクを低減

重要施設に係る下水道管路（耐震化が必要な下水道管
路約16,000km）の耐震化率

約52% 約64%

重要施設に係る下水処理場（耐震化が必要な下水処理
場約1,500箇所）の耐震化率

約38% 約54%

下水道施設の
老朽化対策

老朽化した下水道管路を適切に維持管理・
更新することで、管路破損等による道路陥
没事故等の発生を防止

計画的な点検調査を行った下水道管路で、緊急度Ⅰ判
定となった管路（令和元年度時点：約400km）のうち、対
策を完了した延長の割合

0% 100%

気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、また、メンテナンスに係るトータルコストの増大
のみならず、社会経済システムを機能不全に陥らせるおそれのあるインフラの老朽化から、国民の生命・財産を守り、
社会の重要な機能を維持することができるよう、防災・減災、国土強靭化の取組の加速化・深化を図るため、

 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策

 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策

 国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進

を柱として、令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずる。
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都道府県 市町村
被害状況（戸）

床上 床下 合計

青森県 鰺ヶ沢町 300 64 364 

福島県 喜多方市 10 116 126 

新潟県
新潟 19 107 126 

村上市 687 974 1,661 

富山県 富山市 23 149 172 

石川県
小松市 81 930 1,011 

能美市 21 79 100 

静岡県

静岡市 3,723 1,366 5,089 

浜松市 518 1,593 2,111 

磐田市 299 474 773 

藤枝市 232 123 355 

袋井市 125 206 331 

宮崎県

都城市 154 53 207 

延岡市 137 124 261 

西都市 71 79 150 

その他 194 785 979 

合計
（92地方公共団体）

6,594 7,222 13,816 



電力（処理場）
53.7%

電力（ポンプ場）6.2%

燃料 4.6%

水処理（N2O/CH4）
14.9%

汚泥処理（N2O）
20.2%

その他
0.4%

約530万
t-CO2

（2019年度）

脱炭素化の推進

下水汚泥エネルギー化率を

15％（2013年度）から37％（2030年度）へ

目標

下水汚泥の利用状況 （2020年度末）下水道からの温室効果ガス排出量

【下水道汚泥エネルギー化率： ２７％（令和２年度末）】

 2019年度は下水道分野で約530万t-CO2の
温室効果ガスを排出。

 水処理過程での電力消費に起因する排出
が50%以上をしめる他、汚泥焼却、水処理
過程で発生するN2O等も一定量を占める。

 下水道では、全国の電力消費量の約0.8% （約72億kWh）を消費し、日本の温室効果ガスの約0.4% （約
530万t-CO2）を排出していることから、カーボンニュートラルの実現に向けて更なる取組が必要

 下水汚泥は、バイオマス資源として利用可能であることから、バイオガス・汚泥燃料等の創エネの取組を
推進するとともに、省エネ設備の積極的な採用により消費電力を削減

 下水道政策研究委員会「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」 において、2050 年カーボン
ニュートラルに向けて、目指すべき下水道のあり方や必要な方策等をとりまとめ （p17参照）。

地球温暖化対策計画（令和3年閣議決定）における目標設定
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注:排出量は創エネによる削減分も含む
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※2030年度の電力排出係数（見込み）を適用した場合

電力排出係数の低減による削減
（2030年度の電力排出係数を適用）

①下水汚泥のエネルギー化（創エネ）

目標:エネルギー化率を37%まで向上させることで、
約70万t-CO2を削減

 再エネ（太陽光発電等）の促進：約１万t-CO2を削減

地球温暖化対策計画における
削減量（208万t-CO2）

②汚泥焼却の高度化

目標:高温焼却の100%実施により、
約78万t-CO2を削減

③省エネの促進

目標:電力・燃料消費を年率約2%削減し、
約60万t-CO2を削減

 2030年度までに208万t-CO2の削減（2013年度比)を見込む
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下水汚泥エネルギー化率
27％



脱炭素化の推進

 温室効果ガス排出量や消費電力量を「見える化」
 エネルギー消費原単位（ベンチマーク）をもとにした目標・対策検討ツールの公表
 省エネ診断による電力・エネルギー消費等を踏まえ、処理規模、方式に応じた対
策検討、高効率機器への更新や運転管理の効率化

 温室効果ガス削減効果の高い省エネ対策事業への交付金重点配分

 新設・改築時に焼却の高度化を交付要件化
 焼却を伴わない汚泥処理方法（固形燃料化等）への変更
 焼却の高度化事業への集中的な支援（個別補助事業）

 消化ガス利用施設、固形燃料化施設の新設等、
創エネ事業への集中的な支援（個別補助事業）

 地域バイオマスの受入れや廃棄物処理施設等との連携によ
る創エネ量の増加（案件形成支援事業）

脱炭素化に向けた主な取り組み

固形燃料化施設
（広島市）

焼却廃熱発電
（東京都）

メタン発酵装置
（横浜市）

バイオガス発電事業
（鹿沼市）

超微細散装置導入による省エネ化
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汚泥処理工程から発生する消化ガスや下水汚泥を
発電燃料として活用し、カーボンニュートラルを推進

富山市 浜黒崎浄化センター

米子市 皆生処理場

熊本市 南部浄化センター

省エネ技術や創エネ技術の導入、し尿等の受入れによるエネ
ルギー回収を増加させ脱炭素化及び広域化・共同化を図る

省エネ技術の導入や再エネ設備（太陽光発電導入）の導入
等により、カーボンニュートラルを推進

 カーボンニュートラルの実現に向けて、下水処理
場にて創エネ・省エネまたは再エネに関する技術
の導入を行う事業について定めた計画を「カーボ
ンニュートラル地域モデル処理場」として登録

 計画に位置付けられた取組は、重点的な財政支
援などにより、ショーケースとして広く普及展開す
ることで、下水道全体の脱炭素化を図る。

皆生処理場

内浜処理場
中海

日本海

超微細気泡散気装置省エネ型消化タンク撹拌機 太陽光発電導入イメージ

米子浄化場
廃止予定

隣接する米子浄化場 (し尿・浄化槽
汚泥処理施設）を廃止し、内浜処理
場に汚泥受け入れ施設を設置

創エネの促進

焼却の高度化

省エネの促進

カーボンニュートラル地域モデル処理場計画

は ま く ろ さ き

か い け



 地球温暖化対策計画の2030年度目標達成及び2050年カーボンニュートラルの実現に向け、下水道施設自体の省・
創・再エネ化を進めるとともに、多様な主体と連携を進めることが重要

 それにより、下水道が有するポテンシャルを最大活用して、下水道を拠点とした新たな社会・産業モデルを創出するなど、
環境・エネルギー分野の新展開、まちづくりや国際社会の脱炭素化、地域の活性化・強靱化等を牽引

 社会の脱炭素・循環型への転換を先導する「グリーンイノベーション下水道」を、下水道事業の目指すべき姿とする。

脱炭素社会の実現に貢献する下水道の目指すべき姿

グリーンイノベーション下水道を実現するための３つの方針

①ポテンシャル・取組の見える化 ②戦略的な脱炭素化 ③イノベーションへの挑戦 ④多様な主体との連携 ⑤デジタル技術の活用

施策展開の５つの視点

目標実現に向け強化すべき施策

1.地域の活性化・強靱化に貢献する循環システムの構築

(1) 地方公共団体実行計画等における下水道の施策と削減
目標の設定

(2) 案件発掘から施設整備まで一体的・集中的な支援

(3) 環境省と連携した地域バイオマスや廃棄物処理システムと
の連携

(4) 関係省庁が連携した予算支援や地方財政措置の充実

2.効率的なエネルギー利用と良好な水質確保との両立

(1) 流域の水環境状況や人口減少、エネルギー消費を踏ま
えた水質管理・処理方法の選定※

(2) 省エネ診断に基づく処理規模・方式に応じた技術の普及
促進

(3) ICT・AI等も活用した効率的な運転管理の実施促進

(4) 汚泥焼却に伴うN2O排出の抑制促進

(5) 水処理工程でのN2O、CH4の排出メカニズム・対策の
研究※

3.取組の加速化・連携拡大に向けた環境整備

(1) 数値化等によるポテンシャル・取組の「見える化」

(2) 知見の共有・人材育成

(3) 社会全体の削減に資する貢献の追求と評価

(4) 農林水産省、地方公共団体農政部局等との連携による
汚泥の肥料利用等の促進

(5) ＰＰＰ／ＰＦＩ等の積極的な推進

4.脱炭素化を支えるシステム・技術のイノベーション

(1) カーボンニュートラル地域モデル実証処理場の整備

(2) 下水道の脱炭素化に資する技術・資器材の認証、省エネ・
創エネ仕様などの検討による導入加速

(3) 技術開発の重点化

(4) オープンイノベーションによる技術開発の加速※

5.本邦技術の競争力強化と戦略的な国際展開

(1) 国際標準化活動等による本邦優位技術の展開促進

(2) 官民協議会等を活用した戦略的な国際展開
※:2030年までに取組を進めつつ2050年までの実装を目指す

①下水道が有するポテンシャルの最大活用 ②温室効果ガスの積極的な削減 ③地域内外・分野連携の拡大・徹底

下水道分野における現状

下水道事業は大量の電気を消費しており、排出さ
れる温室効果ガスは年間約600万t-CO2

水・資源・エネルギーが集約される下水道では、脱
炭素社会に貢献し得る高いポテンシャルを有するが
活用は一部にとどまっている

下水道の対策や目標を位置づける地方公共団体
実行計画は一部にとどまり戦略性に欠ける

関係者による取組を進める上で前提とすべき考え方

カーボンニュートラルの実現に向けては、誰もが無関係ではなく、
あらゆる主体が総力を結集して取り組むべき

下水道施設の省エネ化、資源・エネルギーの利活用は維持管
理費軽減等の下水道経営改善や地域活性化に繋げるべき

下水道が有する高いポテンシャルを活用し、脱炭素地域の形成
に貢献することにより、下水道のプレゼンス向上を図り、国内外の
人材や資金を惹きつける好循環を生み出す取組を目指すべき

【参考】脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 報告書 概要
（令和4年3月）
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下水汚泥資源の肥料利用の促進

 肥料成分「リン」は、ほぼ全量を輸⼊に依存し、輸⼊相手国も偏在している中、肥料価格高騰の影響など

を受け、食料の安定供給の重要性が改めて浮き彫りになっている。

 下水汚泥はリンや窒素等の資源を含有しており、肥料利用の拡大は、農林水産業の持続性に貢献。

 現在の肥料利用は約1割にとどまっているところ、今後、肥料利用の大幅な拡大による肥料の国産化と
肥料価格の抑制につなげるべく、農林水産省と緊密に連携し、課題や支援策に関する検討会を実施す
るほか、汚泥肥料の流通経路の確保、安全性のPR、施設整備への支援、技術開発等を進める。

汚泥コンポスト化 リン回収

課題：

重金属の含有リスク・発酵時の臭気

流通経路の確保

− 下水道に対するネガティブイメージ

− 散布・施肥方法に関するノウハウ不足

リン安1)の輸入相手国と輸入量 肥料原料価格の推移

1)リン酸アンモニウム

肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげるべく、農林
水産省と緊密に連携し、肥料利用を大幅に拡大

下水汚泥の肥料利用拡大の方向性 下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会

肥料成分「リン」は、ほぼ全量を中国からの輸入に依存 2021年半ばより、穀物需要の増加や原油等の価格上昇
に伴い、肥料原料の国際価格が高騰

課題：

リン回収施設のコストが高い

回収リン成分のバラツキ

「第1回 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」にお
ける総理発言等を踏まえ、下水汚泥資源の肥料利用の
拡大に向けて、農林水産省、国土交通省の他、関係機関
が連携して推進策を検討するため、「下水汚泥資源の肥
料利用の拡大に向けた官民検討会」を設立

第１回 下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会
（R4.10.17）の開催状況
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＜管路施設（R3年度末）＞ ＜処理場（R2年度末）＞

 管路更生工法に
よる改築

 計画に基づく
点検・調査

ストックマネジメント支援制度（施設全体）

下水道ストックマネジメント計画
の策定

• 施設全体の維持管理・改築に
関する事項

• 施設毎の改築に関する事項

同計画に基づく
点検・調査

同計画に基づく改築

リスク評価・優先順位付け

事業費の平準化・削減

施設全体の維持管理・改築を最適化する
ストックマネジメントの取組を一体的に支援

施設情報や維持管理情報を電子化し、蓄積したデータを改築計画
の策定や効率的な維持管理に活用

維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル

 老朽化施設の増大による改築需要へ適切に対応し、事故発生や機能停止を未然に防止するため、
下水道施設全体の管理を最適化するストックマネジメントを推進

 下水道ストックマネジメント支援制度を活用し、計画的な点検・調査及び改築を支援

老朽化の影響

ストックマネジメントの高度化

腐食のおそれの大きい下水道管路の
点検結果（R3年度末）

 維持管理を起点としたマネジメントサイクルの確立

増大する下水道ストック

老朽管が急増

50年経過
約3万㎞
（約6％）

約49万㎞

15年経過
約2,000箇所

約2,200箇所

• 令和3年度に点検したマンホール19,874箇所のうち、
7％にあたる1,457箇所で異状を確認

• 管渠620㎞のうち約10％にあたる60.9㎞で異状を確認

管渠マンホール

10年後(R13) 20年後(R23)

50年経過 約9万㎞ 約20万㎞

下水道管路に起因した道路陥没件数の推移
腐食のおそれの大きい下水道管路の
点検実施状況（R3年度末）

管渠

マンホール

実施予定
（R3～R7）

実績
（R3）

実施予定
（R3～R7）

実績
（R3）

東日本大震災

約1,500件 熊本地震

鳥取県中部地震

約1,300件
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共通プラットフォームによる台帳電子化促進

DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進
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＜管路施設におけるデータ活用のイメージ＞

背

景

《下水道におけるＤＸ》
 下水道事業が抱える課題や社会経済情勢の変化に伴う新たな要請への対応を見据え、データとデジタル技術の活

用基盤を構築し、さらにこれを徹底活用することで、業務そのものや、組織、プロセスを変革し、下水道の持続
と進化を実現させることにより、国民の安全で快適な生活を実現

モノのデジタル化

知識・経験のデジタル化

行動のデジタル化

• 排水設備計画届出等
の電子申請

• 管路施設情報の
オンライン閲覧

• 水害リスク情報等の
提供（内水ハザード
マップ、水位周知等）

• AIを活用した水処理運転技術
操作の最適化支援技術

• ICTを活用した下水道施設の
劣化状況把握・診断技術

• ドローンによる下水道施設の
点検支援技術

• 樋門操作の遠隔化等

• 下水道分野における
BIM/CIMの促進

• 下水道施設広域管理
システムの開発

• 下水道全国データベースの機能向上
• 下水道施設の維持管理情報を含めた標準仕様の策定
• 管路施設の台帳電子化促進に向けた共通プラットフォームの構築

行政手続き・サービスの
変革
行政手続き・サービスの
変革

ICTやAI等を活用し、現場
の安全性や効率性を向上
ICTやAI等を活用し、現場
の安全性や効率性を向上

業務プロセスや働き方を
変革
業務プロセスや働き方を
変革

DXを支えるデータ活用環境の構築DXを支えるデータ活用環境の構築

管網のGIS化・3次元化モデル化

施設情報や管路内水位情報等をいつでも確認

オンラインによる現場支援 浸水シミュレーション

共通プラットフォーム

下水道事業が抱えるこれまでの課題
• 職員数減少等による執行体制の脆弱化（人）
• 老朽化施設の加速度的な増加（モノ）
• 施設更新費用の増大、人口減少等に伴う使用料収入

の減少など厳しい財政状況（カネ）

社会経済情勢の変化に伴う新たな要請
• 技術革新の進展（Society5.0）
• 行政のデジタル化の強力な推進
• 新型コロナウイルス感染症に対応する

「非接触・リモート化」への対応 など

 下水道管路施設の施設情報や維持管理情報を、効率的な改築・
維持管理に活用する「マネジメントサイクル」を実現するため、各種
情報の電子化※１を促進

※１:第５次社会資本整備重点計画（令和３年５月２８日閣議決定）において、「管路施設のマネジメン
トに向けた基本情報等の電子化の割合」を令和７年度に１００％にすることを目標としている

 財政的支援として、令和４年度より施設情報や維持管理情報をデ
ジタル化するための費用を支援するため、「下水道情報デジタル化
支援事業」※２を創設

※2 対象：公共下水道等全ての管路施設、補助率：1/2、期間：～令和８年度

 技術的支援の１つとして、未電子化団体の電子化促進や電子化に
よる業務の効率化・高度化を図るため、令和５年度中の運用開始
を目指し、「下水道共通プラットフォーム」（（公社）日本下水道協
会）を構築中

 下水処理場・ポンプ場施設を対象とした台帳管理システム構築時
における共通のデータ整備環境を整えるため、標準的なデータ仕様
及びシステム導入に必要な事項を検討することを目的に「下水道
設備台帳管理システム運用調査委員会」を設置（令和4年１０月）

AIを活用した水処理運転操作の最適化支援

＜AIを活用した水処理運転操作の最適化支援のイメージ＞

 下水道の DX の加速化を目的に、下水道管理者が水処理
運転操作等にAI 導入を検討するにあたり参考となるAI導入
の効果や導入モデル、並びに必要な環境整備や支援策等
の検討を行うため、令和４年６月に「AIによる下水処理場運
転操作デジタルトランスフォーメーション（DX）検討会」を設置

 下水道革新的技術実証事業（B-DASH）にて、広島市・船橋
市を実証フィールドに、下水処理場の運転支援のAI技術を
実証中



水環境管理の推進

 効率的・効果的な運転管理のもと、下水管渠や下水処理場などの下水道システムを活用し、地域の
ニーズに応じた水環境管理へ向けた取組を推進

 環境基準の改定を踏まえた放流水の水質の技術上の基準の見直し（大腸菌）を検討
 下水道施行令に基づく、合流式下水道の改善対策を令和５年度末の完了に向けて着実に推進するとと

もに、地域の水環境の特性やニーズに応じた今後のあり方を検討
 冬期に下水放流水に含まれる栄養塩類の濃度を上げる能動的運転管理の取組を支援

 令和４年４月１日より、水質環境基準が改正されたことを踏まえ、 「下水道における

水系水質リスク検討会」を設置し、放流水の水質の技術上の基準について、大腸菌
群数に代わって大腸菌数への見直しを検討

 基準の見直しに伴い、大腸菌数の検定方法について検討

雨水吐に設置するきょう雑物等の
除去施設

ゴミ等を渦流により取り込み、
処理場に下水と一緒に送水する
ことで、河川等への流出を抑制

雨水貯留施設の整備

降雨初期の特に汚れた下水を
貯留管に貯留し、

河川等への放流を抑制
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【合流式下水道改善率： 約９０％（令和３年度末）】

 合流式下水道緊急改善事業（平成14～）

 合流式下水道を採用している191都市の
うち、174都市は令和３年度末までに、下
水道法施行令に基づく必要な対策を完了

 残る17都市は、令和５年度末までに対策
を完了見込み

合流式下水道改善に関する
これまでの取組

合流式下水道緊急改善事業の総合的評価と今後のあり方検討委員会（令和4～5年度開催）

合流式下水道の改善対策

 令和５年度の完了に向けて、合流式下水道緊急改善事業による施設整備状況や対策効果等を総合的に評価

 大都市を中心に、地域の水環境の特性やニーズに応じたさらなる水質改善対策が必要な水域もあることから、
令和６年度以降における合流式下水道における水環境改善のあり方を検討

放流水の水質の技術上の基準の見直し（大腸菌）

栄養塩類の能動的運転管理

能動的運転管理を導入している下水処理場（令和３年度末）

栄養分のない海域で生
長したノリは重要な品
質の一つである「黒
み」がなくなり、著し
く商品価値が低下

青色コロニー：大腸菌
青色＋赤色コロニー：大腸菌群

 豊かな海の再生や、生物の多様性の保全に向け、近傍海域の水質環境基準の達成・維持を前提として、関係
機関等の要望に基づき、不足する窒素やりんを供給する能動的運転管理を実施

 これまで、能動的運転管理に関する事例集や手順書を公表。令和３年から、有識者委員会を設置し、能動的運
転管理を実施する際に留意すべき事項を取りまとめたガイドラインの公表に向け検討



 人口減少、下水道職員減少、施設の老朽化が顕在化するなか、持続可能な下水道事業の運営に向
け、令和４年度までの目標を設定し、広域化・共同化を一層推進

広域化・共同化の推進

広域化・共同化を推進するための目標

 令和４年度までの目標として以下の２つを設定

目標① 汚水処理施設の統廃合について、４５０箇所で取組実施※

目標② 全ての都道府県における広域化・共同化に関する計画策定

※平成２９年度から令和４年度末までに取り組む箇所数
※下水道同士だけではなく、集落排水同士、下水道と集落排水等の統廃合を含む。

これまでの広域化・共同化の取組と事例
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 目標①の取組状況：汚水処理施設の統廃合数（令和３年度までに取組を実施した箇所数）

４７９箇所※ （完了３８１箇所 着手９８箇所） → 目標①を達成

※廃止した施設３８１箇所の内訳（下水道２５箇所、集落排水施設３０５箇所、コミュニティプラント５１箇所）

 目標②の取組状況：広域化・共同化計画策定済み都道府県数（令和4年12月20日時点）
11都府県（青森県、岩手県、山形県、埼玉県、東京都、滋賀県、大阪府、広島県、佐賀県、長崎県、熊本県）

 令和２年４月には関係4省で連携し、広域化・共同化計画策定マニュアルを改訂、令和4年3月には広
域化・共同化の事例集を更新し、全23事例を紹介

 令和４年度には都道府県を対象とし、広域化・共同化の取組や計画策定における留意事項等に関す
る説明会を実施し、更に計画策定後における進捗管理に関する意見交換会を実施するなど、地方公
共団体の取組を支援

八王子市における事例

 老朽化した東京都八王子市・北野下水処理場から
流域下水道幹線に接続管きょを施工し、東京都・
流域下水道八王子水再生センターで全量の水処
理を実施後、北野下水処理場を廃止（令和3年1
月編入）

分流区域

合流区域

八王子駅

八王子市役所

八王子市

流域下水道
八王子水再生センター

日野市

多摩川

浅川

八王子市
北野下水処理場

昭島市

接続管きょ

白山市における事例

 石川県白山市では、３市1町のし尿・浄化槽・集落排
水汚泥を白山市松任中央浄化センターで集約処理
（令和4年4月供用開始）

松任衛生センター（廃止）

松任中央浄化センター
（公共下水道で汚泥受入）

②野々市市

し尿、浄化槽汚泥
集落排水汚泥

⑤能美市

④川北町

③白山市
鶴来、山麓地域

①白山市
松任、美川地域

汚泥集約化

松任衛生センター
手取衛生センターを廃止し
松任中央浄化センターに受入施設を設置

金沢市

松任中央浄化
センター処理区域

下水道処理区域

手取衛生センター（廃止）

凡例

し尿、浄化槽汚泥
集落排水汚泥

し尿、浄化槽汚泥
集落排水汚泥

し尿、浄化槽汚泥
集落排水汚泥

し尿
浄化槽汚泥



各種ガイドライン等の整備

 令和４年３月に「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン」を改正

 令和４年度中に「下水道事業におけるPPP/PFI手法選択ガイドライン」の改正を検討

コンセッション導入に前向きな団体への財政的支援

 案件形成やスキームの検討・調査等を支援

首長等へのトップセールス

自治体や民間とのPPP/PFI検討会の開催

 平成27年10月に設置。31回開催し、315の地方公共団体が参画

 平成29年７月に当該検討会に民間セクター分科会を設置

5回開催し、18の民間企業が参画

社会資本整備総合交付金の要件化・インセンティブ

 令和５年度から、下水道の整備等に係る国費支援に関して、PPP/PFIの導入に関する民間提案を求め適切な
提案を採択すること等を要件とすることを検討

 令和５年度から、コンセッション事業に含まれる下水道施設の整備・改築事業について、社会資本整備総合交
付金等により重点的に支援

 下水道事業を巡る厳しい経営状況や執行体制の脆弱化の中で持続可能な事業運営を図るため、民間
企業のノウハウや特長を生かしたPPP/PFI 手法の導入を推進

 PPP/PFI推進アクションプラン（令和4年度改訂版）に基づき、下水道分野ではコンセッション方式の活用
を目指し、令和８年度までに新たに６件の具体化を目標として、以下の施策等に取り組む

PPP/PFI（官民連携）の推進
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対象事業：水道用水供給事業（２事業）

工業用水道事業（３事業）

流域下水道事業（４事業）

の運転維持管理・改築等

（管路等の維持管理・改築、土木構造物の改築を除く）

事業期間：20年間

VFM：約10.2%：20年間で約337億円の削減見込み

（総事業費3,314億円 → 2,977億円）（９事業合計）

運営権対価：10億円（９事業合計）

 管路施設や下水処理施設の管理については９割以上が民間委託を導入済み

 包括的民間委託は処理施設で552施設、管路で49契約導入されており、近年増加中

 PFI（コンセッション）

- 浜松市（H30.４～）・須崎市（R２.４～）・宮城県（R４.４～）：導入済み（３件）

- 三浦市：優先交渉権者選定済み（R4.7）

 PFI（従来型）は11契約、 DBO方式は３３契約導入済み

下水道事業におけるコンセッション導入の例

PPP/PFIに関する国土交通省の取組

第30回PPP/PFI検討会
（令和４年８月）の様子

宮城県 （令和４年４月事業開始）

下水道事業におけるPPP/PFIの実施状況



政府の「基本的対処方針(R3.6.17変更)」には、「国立感染症研究所における新型コ
ロナウイルス検出方法等の検討や下水サーベイランスを活用した新型コロナ調査研
究を支援するなど、引き続き、下水サーベイランス活用について検証を加速」と記載

内閣官房において、厚生労働省・国土交通省と連名で、R3.11.16に「下水サーベイ
ランスに関する推進計画」を公表

内閣官房では、下水サーベイランスの活用に向けた実証事業をR4.7より開始（下水
処理場を対象に26団体で実施中。その他、個別施設を対象に22件の実証事業を
実施中

国土交通省では、R3.3に「下水道における新型コロナウイルスに関する調査検討委
員会」を設置し、 下水道管理者としての役割や各地域の保健衛生部局と下水道部
局における連携・協力の手法について定めた「新型コロナウイルスの広域監視に活用
するための下水PCR調査ガイドライン（案）」をR4.3に公表

引き続き、下水処理場における新型コロナウイルスRNA濃度データの蓄積を行うとと
もに、ガイドラインについて必要な見直しを行う

「見える化」指標の公表

収支構造の適正化の推進

 下水道事業分野における経営人材の育成を目的

 下水道経営に携わる都道府県及び自治体担当職員を対象

 国からの情報提供、先進事例発表、グループディスカッション等

 開催実績：約200団体・約240名(R4.2)、約290団体・約340名(R4.9)：が参加

 各地方公共団体が、自らの経営状況を客観的に把握できるよう、経費回収率や汚水処理原価、使用料単価等
の経営指標について、類似する団体区分ごとに整理し、国土交通省ＨＰに公表

下水道事業経営セミナーの開催

下水道事業の経営健全化サイクルの構築を推進するため、交付金の交付要件を追加

人口３万人未満→令和６年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに移行していること

公営企業会計適用済の団体→少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を
行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出すること

社会資本整備総合交付金等の交付要件化（R２～）

国による取組支援

新型コロナウイルス感染症に係る主な対応

 一時的に下水道使用料の支払い
に困難を来している下水道使用者
を対象として、支払猶予等の柔軟
な措置を実施して頂くよう要請

 R４.９.15現在までに、８割を超える
下水道管理者が、支払猶予等の
措置を実施（計約36億2,000万円
の下水道使用料の支払いを猶予）

下水道使用料の支払猶予等

業種別ガイドラインの作成支援

下水道事業全体の経費回収率※は改善傾向にある （H23年度 70.3% → R２年度 83.8%）ものの、 ３／４の
事業では経費回収率が100%を下回っており、汚水処理原価が使用料単価を上回る 「原価割れ」の状態

使用料収入に占める基本使用料の割合が、支出に占める固定費割合に比べ低く、今後、人口減少の進行等
により、下水道サービスの維持が困難となるおそれ

下水道の収支構造に関する現状・課題

経営健全化に取り組む優良事例の提供

 ノウハウや人員の不足が深刻化している小規模団体の経営健全化を推進するため、
中小規模の団体においても、収支構造の改善に取り組んでいる団体を優良事例としてまとめ、提供

 人口減少や改築需要の増加が見込まれる中、「人口減少下における維持管理時代の下水道経営の
あり方検討会」報告書（令和２年７月）を踏まえて、収支構造の適正化を推進中

下水道事業経営セミナーの様子

（令和４年９月）
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下水中の新型コロナウイルスの調査

※使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料でまかなえているかを示す指標

 下水道関連の業種別感染症対策
等ガイドラインの作成を支援

 （公社）日本下水道管路管理業協
会、（一社）日本下水道施設管理
業協会がR2.5に公表 （最新の改
訂はそれぞれR3.9、 R4.12）



国際展開の推進

下水道整備に関する基礎調査を実施し、相手国のニーズを踏まえた案件発掘や本邦技術の活用提案を展開

政府間会議やセミナーの開催、JICA専門家の派遣等を通じ、本邦技術のスペックインを働きかけ

平成30年７月、「アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP）（※）」を設立し、汚水管理の主流化に向け具体的取組を実施

官民連携のプラットフォームである下水道グローバルセンター（GCUS）を通じ、関係機関等との連携を一層充実

海外展開に取り組む地方公共団体に対する支援ネットワークである水環境ソリューションハブ（WES-Hub）を活用
し、要人招聘や研修受入等を通じて、本邦下水道技術のアピールを強化

「川上」段階からの案件形成

本邦技術の普及促進

官民一体となった取組の強化

下水道技術海外実証事業（WOW TO JAPAN※プロジェクト）により、現地での実証試験を支援、現地基準への組
み入れを促進

国際標準化プロセスに積極的に関与し、本邦下水道技術の海外展開を後押し

日本下水道事業団の知見の活用

案件形成から事業運営の段階まで、きめ細やかに本邦企業等の海外展開を支援

「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」が平成30年８月に施行
日本下水道事業団の技術やノウハウ、公的機関としての信用力等を活用し、海外のマスタープラン策定支援等の

技術的援助を実施

本邦企業の受注実績例（2013年度以降の主なODA案件）

※ WOW TO JAPAN ： Wonder of Wastewater Technology of JAPAN（驚くべき日本の下水道技術）

※１ 円借款事業 ※２ 無償資金協力

 「インフラシステム海外展開戦略2025（令和４年６月追補版）」等を踏まえ、世界の水ビジネス市場に
おける本邦下水道分野の国際展開を積極的に推進

AWaP設立総会（平成30年7月 北九州市） AWaP第2回総会（令和３年８月 オンライン）

（※）カンボジア、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、日本の６カ国が参加

AWaPの活動目的:アジア地域の汚水管理に関する施策の優先度を上げ、各国の取組を促進

カンボジア
プノンペン下水道整備計画※2（処理場・管路:23億円 ,2021年度）
フィリピン
パリャニャーケ下水処理場整備※１（処理場:34億円 ,2014年度）
スリランカ
キャンディ市下水道整備事業※１（処理場:47億円 ,2014年度）

ベトナム
 第２期ホーチミン市水環境改善事業 ※1

（処理場:156億円 ,2014年度／管路:93億円 ,2015年度）
 ホイアン市日本橋地域水質改善計画 ※２

（処理場・水路改修:10億円 ,2016年度）
 フエ市水環境改善事業 ※1

（処理場・管路:70億円 ,2015年度）
 ハノイ市エンサ下水道整備事業 ※1

（処理場:142億円 ,2018年度／管路:91億円 ,2019年度）

第４回アジア・太平洋水サミット（APWS）について（令和４年４月開催）

• 中山国土交通副大臣より、水と衛生は健康の基礎であり、都市への投資促進につ
ながる下水道整備・管理の重要性を発信

• アジア各国の政府代表やアジア開発銀行が参加し、持続可能な汚水管理の実現
に向け、法制度や費用負担、住民関与の重要性等について議論

• 気候変動適応策と緩和策が両立する質の高いインフラ整備の推進
• AWaPを６か国から拡大し、東南アジア各国の知見・経験・課題解決策を共有

岸田総理スピーチ（下水道関連抜粋）

分科会「水と衛生／汚水管理」
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岸田総理スピーチ

APWS分科会の様子
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国民への発信

 持続的な下水道事業の実現に向けて、下水道の役割や必要性への理解、下水道業界の担い手確保等
が必要

 下水道への関心醸成を図るとともに、下水道の現状や課題等を理解してもらえるよう、効果的な広報を
産学官が連携しながら推進

「下水道の日」に合わせた
普及啓発の行事等

ARを活用した下水道広報施設
（川﨑市）

マンホールカードの例

2022 ミス日本「水の天使」
横山 莉奈さん

９月１０日「下水道の日」を中心とした広報活動

水の広報官として2012年より活動

 国内外のイベントで水の大切さや魅力、
我が国の水インフラ技術等を広く発信

ミス日本「水の天使」

デザインマンホールをカード化

 649団体で915種類を発行
（令和５年１月の新規発行分も含む累計値）

 観光分野との連携も図られるなど、
地域活性化にも貢献

マンホールカード

国交省公式
Twitterアカウントからの

PR動画配信等

PR動画イメージ

令和４年度のテーマは、
「下水道×SDGs」

令和４年度
「循環のみち下水道賞」表彰式

国土交通大臣賞
「循環のみち下水道賞」

 「下水道の日」は、下水道の役割
のひとつである「雨水の排除」を
念頭に、暦上で台風の襲来が多
い時期といわれる立春から数え
て220日頃の９月10日に制定

 全国約800団体で普及啓発の行
事等を実施（令和4年度実績）

 健全な水循環、資源・エネルギー
循環を生み出す21世紀の下水

道のコンセプト「循環のみち下水
道」に基づく優れた取組に対し、
平成20年度に創設

 令和４年度グランプリは埼玉県下
水道局「中川水循環センターの
汚泥消化・バイオガス発電システ
ム導入」

 下水道の日に合わせて、下水
道の魅力をわかりやすく伝える
動画を配信し、下水道をPR

 令和４年度はSDGsを切り口と
した動画を配信

 国交省HPでダウンロード可能
な広報ポスターも公開

第10回マンホール
サミットin所沢

エコプロ2022
GKPブース



下水道事業予算額等の推移

（注） １．平成17年度以降は、地方創生汚水処理施設整備推進交付金（旧・汚水処理施設整備交付金）の実績額を含む。

２．平成21年度以前は、国土交通省下水道部が当該年度に配分した国費（補正予算を含む）の集計値である。

３．平成22年度に、社会資本整備総合交付金が創設される。平成22年度以降は、地方公共団体が当該年度に執行した国費の集計値である。

４．平成24年度以降は、沖縄振興公共投資交付金及び東日本大震災復興交付金等の実績額を含む。

５．地方単独事業も含めた令和２年度の下水道事業全体の事業費：1兆6,018億円（出典：総務省 地方公営企業年鑑）

S

（年度）

（単位：億円）

　　　　　　　　　補助対象事業等

国費（補助金等）
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汚水処理施設の整備状況

令和３年度末汚水処理人口普及率 （都道府県別）
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北海道

全国値

下水道 農業集落排水等 コミュニティプラント浄化槽
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北海道恵庭市

恵庭市札幌市
小樽市

室蘭市

函館市

千歳市

MAP旭川市

消化槽

バイオガス

汚泥脱水

消化槽

バイオガス

汚泥脱水

ＰＰＰ事業（民設民営）

ごみ焼却施設

熱利用
（汚泥乾燥)

下水汚泥 し尿･浄化槽汚泥 生ごみ

◆ 年間発電量 300万kWh
（一般家庭835世帯分相当）

燃料利用

汚泥乾燥

熱利用
(消化槽加温)

注目ポイント

 令和３年度（第14回）国土交通大臣賞〈循環のみち下水道賞〉グランプリ

 ごみ焼却施設の余熱を消化槽加温や汚泥乾燥等に活用し、

バイオガス発電量の増加や汚泥の燃料利用を実現

 民設民営方式によるバイオガス発電事業を実施

バイオガス発電施設

生ごみ・し尿処理場

ごみ焼却施設

発電
発電量”小”

蒸気ボイラ
設備

発電
発電量”大”

蒸気ボイラ
設備

不要

発生したバイオガスの一部は
消化に必要な加温に利用

下水汚泥 し尿･浄化槽汚泥 生ごみ

ごみ焼却施設の余熱を利用することで
バイオガス全量を発電用途に転用し、

発電量を2.5倍に向上

消化槽
加温

バイオガス
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京都市、向日市、
長岡京市

afterbefore

 京都府乙訓地域は古くから浸水被害に悩まされてきた地域で、784年に造営された
長岡京がわずか10年で平安京に遷都したのは、浸水被害が一因とされる
近年でも都市化が進み、100戸を超える浸水被害が発生

 京都府では平成７年度から雨水対策に着手し、被害の著しい北側エリアから順次供用
南幹線と呑龍ポンプ場の供用（令和４年３月）により、
「貯めながら桂川に排水」することが可能となり、安全度が大幅に向上

 現在整備中の調整池の完成により一連の施設が全て完成し、

概ね10年に１回起こりうる降雨 （61.1mm/ｈ）に対応可

おとくに

京都府

H2.9 H3.7 H11.6 H11.6 H16.10 H20.7 H22.8 H25.9 H26.8 H27.7 H30.7 R2.7 R3.8

浸水被害
（戸）

北幹線１号
供用開始

南幹線・呑龍ポンプ場
供用開始（R4.3月～）

浸水戸数（実績）

被害軽減戸数(推計)

北幹線2・３号
供用開始

北幹線供用後のH25台風18号では
約800戸の浸水被害を防止！！

南幹線・呑龍ポンプ場の供用により
「貯めながら流す」浸水対策へ
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